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犬
伏
由
子
先
生
は
、
本
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
を
定
年
に
よ
り
退
職
さ
れ
る
。
先
生
は
、
大
阪
大
学
法
学

部
を
一
九
七
五
年
に
ご
卒
業
の
後
、
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
進
ま
れ
、
修
士
課
程
修
了
後
、
七
九
年
八
月
、
博
士
課
程
在
籍

中
に
、
山
形
大
学
教
養
部
講
師
に
着
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
に
同
大
学
教
養
部
助
教
授
と
な
ら
れ
る
が
、
教
養

部
の
改
組
に
よ
り
人
文
学
部
に
移
籍
し
、
九
六
年
に
同
学
部
教
授
に
昇
任
さ
れ
た
。
そ
の
三
年
後
、
一
九
九
九
年
四
月
、
慶
應
義
塾

大
学
法
学
部
は
、
犬
伏
先
生
を
教
授
と
し
て
お
迎
え
し
た
。
以
後
、
一
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
塾
法
学
部
の
た
め
に
ご
尽
力
下

さ
っ
た
。

　

犬
伏
先
生
は
民
法
学
者
で
あ
る
。
特
に
民
法
典
第
四
編
・
第
五
編
（
親
族
編
・
相
続
編
）
を
中
心
と
し
た
家
族
法
分
野
の
専
門
家

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
夫
婦
財
産
制
を
主
な
ご
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
ら
れ
る
久
貴
忠
彦
先
生

（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）
の
ご
指
導
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
く
、
夫
婦
財
産
制
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
家
族

法
研
究
に
関
す
る
ご
功
績
も
大
き
い
。
犬
伏
先
生
は
ご
自
身
で
、「
個
人
主
義
を
貫
く
が
故
に
夫
婦
の
連
帯
を
夫
婦
財
産
制
に
表
現

し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
、
夫
婦
の
共
同
意
識
が
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
産
制
を
採
用
し
て
い
る
日
本
法
を
対
比
す
る
こ
と
」

を
通
し
て
今
後
の
夫
婦
財
産
制
の
枠
組
み
を
考
え
た
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
語
り
継
ぐ
三
田
法
学
の
伝

統
』）、
今
日
に
至
る
一
貫
し
た
犬
伏
家
族
法
学
の
方
法
論
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
、
家
族
法
領
域
全
般
に

わ
た
る
ご
業
績
も
数
多
く
、
近
年
で
は
『
親
族
・
相
続
法
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
共
著
）
や
『
現
代
相
続
法
』（
有
斐
閣
、
共
編
著
）

な
ど
の
家
族
法
の
基
本
書
も
著
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
先
生
は
、
夫
婦
の
氏
、
離
婚
に
よ
る
面
会
交
流
権
と
い
っ
た
近
年
の
家
族
法
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
ご
研

究
を
進
め
て
お
ら
れ
る
が
、
家
庭
裁
判
所
の
調
停
委
員
を
長
年
務
め
ら
れ
て
い
る
ご
経
験
か
ら
、
家
事
事
件
に
関
す
る
実
務
の
面
も

熟
知
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
理
論
と
実
践
の
双
方
向
か
ら
の
形
影
相
伴
う
方
法
論
も
ま
た
、
犬
伏
先
生
の
民
法
学
の
底
流
に
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
後
で
も
触
れ
る
が
、
近
時
は
、
精
力
的
に
韓
国
の
関
連
機
関
に
調
査
訪
問
を
さ
れ
る
な
ど
、
韓
国
法
へ
の
関
心
を
深
め

ら
れ
て
い
る
。
韓
国
家
庭
法
院
の
調
査
官
と
の
共
同
執
筆
や
韓
国
文
献
お
よ
び
立
法
等
の
翻
訳
監
修
な
ど
も
さ
れ
、
先
生
の
ご
関
心

は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
る
。

　

犬
伏
先
生
の
ご
活
躍
は
、
当
然
、
学
界
に
お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
家
族
法
学
の
中
心
的
な
学
会
組
織

で
あ
る
「
日
本
家
族
〈
社
会
と
法
〉
学
会
」
で
は
、
数
多
く
の
報
告
を
手
掛
け
ら
れ
、
同
学
会
理
事
と
し
て
も
長
年
尽
力
さ
れ
た
が
、

現
在
は
監
事
の
お
立
場
で
学
会
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
会
」
に
お
い
て
も
理
事
を
務
め
ら
れ
て

お
り
、
既
存
の
学
問
分
野
の
地
平
に
と
ど
ま
ら
ず
現
代
社
会
に
対
す
る
鋭
い
問
題
意
識
の
下
、
後
進
の
育
成
に
励
ま
れ
て
い
る
。
近

年
で
は
、
家
族
法
改
正
研
究
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
お
ひ
と
り
と
し
て
、
婚
姻
法
分
野
を
中
心
と
し
た
家
族
法
改
正
に
関
す
る
研
究

や
提
言
を
続
け
て
お
ら
れ
る
。

　

ま
た
最
近
で
は
、
先
生
は
海
外
で
の
学
術
活
動
に
も
力
を
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
最
近
時
の
一
例
の
み
挙
げ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
六

月
、
韓
国
・
済
州
島
に
て
開
催
さ
れ
た
、「
二
〇
一
六
年
度 
韓
国
家
族
法
学
会
・
養
育
費
履
行
管
理
院
共
同
開
催　

夏
季
国
際
学
術

大
会
」（
大
会
テ
ー
マ
は
「
家
族
法
上
の
義
務
と
履
行
の
強
制
」）
に
参
加
さ
れ
、「
日
本
法
上
の
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
義
務
と
履
行
の

強
制
」
と
題
す
る
報
告
を
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
は
韓
国
語
に
も
訳
さ
れ
同
国
の
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
新
・
ア

ジ
ア
家
族
法
三
国
会
議
」
で
の
先
生
の
ご
活
躍
も
特
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
会
議
は
当
初
、
一
九
八
三
年
に
「
ア
ジ
ア
家
族
法
三

国
会
議
」
と
し
て
発
足
し
、
二
〇
一
一
年
に
現
在
の
名
称
の
組
織
に
発
展
改
組
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
日
本
、
韓
国
、
台
湾
が
順
番
に

開
催
国
と
な
っ
て
、
会
議
ご
と
の
テ
ー
マ
に
基
づ
き
、
各
国
の
家
族
法
研
究
者
や
実
務
家
が
そ
の
国
の
現
状
や
課
題
等
に
つ
い
て
議
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論
を
深
め
る
趣
旨
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
犬
伏
先
生
は
、
同
会
議
に
二
〇
一
二
年
よ
り
ほ
ぼ
毎
年
参
加
し
、
会
議
等
で
い
つ
も
積
極

的
な
質
問
を
重
ね
、
各
国
か
ら
の
参
加
者
と
学
術
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
発
に
広
げ
て
お
ら
れ
る
。
先
生
の
裡
に
は
、
決
し
て

枯
れ
る
こ
と
の
な
い
豊
か
な
学
問
的
探
求
心
、
好
奇
心
が
泉
の
ご
と
く
湧
き
出
で
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

き
さ
く
で
お
話
好
き
で
明
る
い
お
人
柄
の
犬
伏
先
生
が
学
部
を
去
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
前
任
校
か

ら
慶
應
に
移
ら
れ
た
当
初
、
環
境
の
変
化
に
伴
い
先
生
が
遭
遇
し
た
数
々
の
ご
不
便
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
も

の
と
も
せ
ず
、
先
生
は
法
学
部
の
た
め
に
ご
尽
力
下
さ
っ
た
。

　

ご
着
任
の
年
よ
り
通
信
教
育
部
の
学
習
指
導
副
主
任
を
お
務
め
頂
き
、
翌
二
〇
〇
〇
年
か
ら
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
と
な
ら
れ

今
日
ま
で
大
学
院
教
育
に
携
わ
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇
七
年
か
ら
〇
九
年
に
か
け
て
法
学
部
長
補
佐
職
に
就
か
れ
、
学

部
全
体
の
運
営
に
つ
い
て
の
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
い
た
。
さ
ら
に
、
主
と
し
て
受
験
生
に
向
け
た
法
学
部
の
広
報
を
担
当
す
る
広
報

委
員
会
委
員
長
も
長
い
間
お
務
め
頂
き
、
そ
の
他
の
学
部
の
用
務
に
つ
い
て
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
た
。
ま
た
、
全
塾
的

に
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
の
地
区
相
談
員
の
お
務
め
も
果
た
さ
れ
た
。
ど
れ
も
人
望
厚
い
犬
伏
先
生
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
が
先
生
を
求
め
、
先
生
も
こ
れ
に
お
応
え
に
な
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
現
在
、
学
部
長
職
に
あ
る
私
も
、
先
生
の
柔

和
で
朗
ら
か
な
ご
対
応
に
ど
れ
ほ
ど
助
け
ら
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

こ
こ
に
、
犬
伏
由
子
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
法
学
部
へ
の
ご
貢
献
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
今
後
の
ご
健
勝

と
ご
活
躍
を
祈
念
し
、
法
学
部
と
し
て
本
号
を
謹
ん
で
進
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

二
〇
一
八
年
二
月

 

法
学
部
長　

岩
谷
十
郎


